
令和5年4月～

協会けんぽの健康診断が一層充実します

～協会けんぽご加入の事業主の皆さん ご存知でしょうか？～

協会けんぽの生活習慣病予防健診は、令和5年度
からの自己負担額の軽減に続き、令和６年４月より
付加健診の対象年齢が大幅に拡大されます。（40歳
と50歳の方から、40歳・45歳・50歳・55歳・60
歳・65歳・70歳に拡大。）
右表のとおり一般健診に付加健診が加わると、生

活習慣病予防健診は人間ドック並みの健診内容とな
り、しかも、事業者健診並みの費用負担で受診する
ことが可能です。（申し込みや日程等については生活習慣病
予防健診を実施している健診機関にご確認をお願いします）

健診の切り替え方法等、ご不明なことは

お気軽にご相談ください。

【お問い合わせ先】

全国健康保険協会山口支部 保健グループ まで

 電話： 083-974-1501

健診制度等の詳細につきましては、協会
けんぽ山口支部のホームページをご参照
ください。

定期健康診断
（事業者健診）
（常時使用され
ている労働者）

生活習慣病予防健診

一般的な
人間ドック
（任意）

一般健診
（35歳以上の
被保険者）

プラス付加健診
（令和5年度まで
の対象40歳・50

歳）

労働安全衛生法
上の定期健診項

目
（事業者健診）

〇 〇

-

〇

大腸がん検診 × 〇 〇
胃がん検診 × 〇 〇

腹部超音波検査 × × 〇 〇
眼底検査 × × 〇 〇
肺機能検査 × × 〇 〇

詳細な血液検査
（Ⅰ）

（血小板数、血
液像、総ビリル
ビン、LDHな

ど）

× × 〇
〇

（健診機関によっ
て異なります）

詳細な血液検査
（Ⅱ）

（CRPなどの免
疫検査、血小板
凝集能・Hｂ

A1c・コリンエス
テラーゼ・MCV
など貧血検査）

× × ×
〇

（健診機関によっ
て異なります）

自己負担額
約8,000円 ～
10,000円程度

最高5,282円 最高2,689円 約30,000 ～
50,000円程度最高7,971円

備考

※協会けんぽの補助あり
（補助がない場合の費用）

一般健診 + 付加健診
＝ 約29,000円

※一般的な検査項
目及び費用。
※健診機関により
検査項目や金額は
異なります。

内 容

健診種類

令和６年度 からは、40歳、45歳、50歳、55歳、
60歳、65歳、70歳  の方がご利用いただけます。

5年に一度の節目の年に、自身の健康状態をより
深く知ることによって、健康な体の維持や改善、あ
るいは早期の治療につなげることが可能となります。
協会けんぽの健診制度を活用して、福利厚生の充

実とともに「健康経営」の推進にお役立てください。
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